
 

 

中央区障害者の多様な意思疎通手段の利用及び手話言語の理解 

の促進に関する条例について 

 

 

１ 概要 

 令和４年５月に「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る

施策の推進に関する法律」が施行され、令和４年９月には「東京都手話言語

条例」が施行されるなど、障害のある方の意思疎通手段の拡充及び情報保障

の動きが加速しています。 

 区においてもこの流れを受け、誰もが障害の有無によって分け隔てられる

ことなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現に資

するため、条例を制定し令和５年４月１日に施行しました。 

 今後、区では本条例に基づき、施策の推進に取り組みます。 

 

２ 令和５年度の取組 

(1)  区職員向け研修の実施（対象は全職員、年４回、1回 50 人程度） 

(2)  パンフレットの作成・配布 

(3)  コミューン（対話支援機器）の導入（裏面参照） 

(4)  コミュニケーション絵本の配備（裏面参照） 

(5)  区のおしらせ 10 月１日号への掲載 

(6)  障害者週間における普及啓発パネル展示の実施 

 

３ 令和６年度以降の取組（予定） 

(1)  手話動画の作成・配信 

(2)  タブレットを活用した遠隔手話通訳サービスの導入 

 

 



【コミューン】 

 

 

 

【コミュニケーション絵本】 

 

コンセントに接続し、使用する標準的な

機種 

【配置箇所】 

１ 障害者福祉課 １台 

２ 高齢者福祉課 １台 

３ 介護保険課  １台 

Comuoon SE に比べると可搬性に優れた

機種 

【配置箇所】 

１ 障害者福祉課 ２台 

（必要課に対して貸出を行う。） 

【配布予定箇所】 

１ 障害者福祉課     １冊 

２ まごころステーション １冊 

３ 区民生活課      １冊 

４ 日本橋特別出張所   １冊 

５ 月島特別出張所    １冊 

６ 晴海特別出張所    １冊 

７ 福祉センター     １冊 


